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四 半 期 報 告 書

１ 本書は四半期報告書を金融商品取引法第27条の30の２に規定する開

示用電子情報処理組織(EDINET)を使用し提出したデータに目次及び頁

を付して出力・印刷したものであります。

２ 本書には、上記の方法により提出した四半期報告書に添付された四

半期レビュー報告書及び上記の四半期報告書と同時に提出した確認書

を末尾に綴じ込んでおります。
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北海道電力株式会社 小樽支店
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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第94期

第３四半期
連結累計期間

第95期
第３四半期
連結累計期間

第94期

会計期間
自 平成29年４月１日
至 平成29年12月31日

自 平成30年４月１日
至 平成30年12月31日

自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日

売上高 (百万円) 520,526 530,700 733,050

経常利益 (百万円) 4,310 20,782 19,421

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円) 3,590 12,158 16,549

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 3,180 10,676 15,943

純資産額 (百万円) 200,230 220,099 212,991

総資産額 (百万円) 1,903,837 1,953,825 1,915,904

１株当たり四半期(当期)純利益 (円) 10.92 53.99 71.84

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 9.92 10.67 10.51

回次
第94期

第３四半期
連結会計期間

第95期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成29年10月１日
至 平成29年12月31日

自 平成30年10月１日
至 平成30年12月31日

１株当たり四半期純利益又は
１株当たり四半期純損失(△)

(円) △11.22 9.46

(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してい

ない。

２ 売上高には、消費税等は含まれていない。

３ 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載していない。

４ 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を第１四半期

連結会計期間の期首から適用しており、前第３四半期連結累計期間及び前連結会計年度に係る主要な経営指

標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等としている。

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はない。

また、主要な関係会社に異動はない。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等はない。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はない。

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績の分析

当第３四半期連結累計期間の売上高は、前年同四半期連結累計期間に比べ101億74百万円（2.0％）増の5,307億

円となり、これに営業外収益を加えた経常収益は、101億4百万円（1.9％）増の5,324億42百万円となった。

　一方、経常費用は、前年同四半期連結累計期間に比べ63億68百万円（△1.2％）減の5,116億59百万円となった。

以上により、経常利益は、前年同四半期連結累計期間に比べ164億72百万円（382.2％）増の207億82百万円とな

った。また、親会社株主に帰属する四半期純利益は、平成30年北海道胆振東部地震による苫東厚真発電所や送配電

設備の復旧に要した費用等40億67百万円を特別損失に計上したことなどにより、121億58百万円となった。

　

セグメントの経営成績(内部取引消去後)は、次のとおりである。

　

① 電気事業

当第３四半期連結累計期間の売上高は、前年同四半期連結累計期間に比べ113億28百万円（2.3％）増の5,087

億38百万円となった。これは、他事業者への契約切り替えの影響や、平成30年北海道胆振東部地震の発生に伴

う停電及び道民の皆さまから節電にご協力をいただいたことなどによる販売電力量の減少はあったが、燃料価

格の上昇による燃料費調整制度の影響などによるものである。

販売電力量は、前年同四半期連結累計期間に比べ8.7％の減少となった。

一方、営業費用は、前年同四半期連結累計期間に比べ34億8百万円（△0.7％）減の4,820億17百万円となっ

た。これは、平成30年北海道胆振東部地震に伴う石油火力発電所の焚き増しなどや燃料価格の上昇による燃料

費・購入電力料の増加はあったが、豊水による水力発電量の増加や火力発電設備に係る定期検査費用の減少に

加え、経営基盤強化推進委員会のもとでの資機材調達コストの低減や創意工夫による工事工程の見直し等、更

なる効率化・コストダウンの成果の上積みなどによるものである。

この結果、営業利益は、前年同四半期連結累計期間に比べ147億37百万円（123.0％）増の267億20百万円とな

った。

　

② その他

当第３四半期連結累計期間の売上高は、前年同四半期連結累計期間に比べ11億54百万円（△5.0％）減の219

億62百万円となった。これは、建設業の売上が減少したことなどによるものである。

一方、営業費用は、前年同四半期連結累計期間に比べ9億87百万円（△4.9％）減の192億1百万円となった。

これは、建設業の売上原価が減少したことなどによるものである。

この結果、営業利益は、前年同四半期連結累計期間に比べ1億66百万円（△5.7％）減の27億60百万円となっ

た。
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（参考情報）

① 需給実績

種別
当第３四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
至 平成30年12月31日)

前年同四半期比（％）

発受電電力量

自社

水力発電電力量 (百万kWh) 3,466 134.2

火力発電電力量 (百万kWh) 12,838 88.6

原子力発電電力量 (百万kWh) － －

新エネルギー等発電電力量 (百万kWh) 104 99.6

融通・他社受電電力量 (百万kWh)
4,988

△3,059
100.4
137.1

揚水発電所の揚水用電力量 (百万kWh) △212 108.4

合計 (百万kWh) 18,125 91.9

損失電力量等 (百万kWh) △2,294 96.1

販売電力量 (百万kWh) 15,831 91.3

出水率(自流) (％) 116.1 －

(注) １ 他社受電電力量には、連結子会社の北海道パワーエンジニアリング㈱及びほくでんエコエナジー㈱からの

受電電力量が含まれている。

２ 融通・他社受電電力量の上段は受電電力量、下段は送電電力量を示す。

３ 融通・他社受電電力量には、期末日において未確定であるインバランス電力量は含んでいない。

４ 揚水発電所の揚水用電力量とは貯水池運営のための揚水用に使用する電力である。

５ 販売電力量の中には、自社事業用電力量39百万kWhを含んでいる。

６ 出水率は、自社の昭和62年度から平成28年度までの当該累計期間の30ヶ年平均に対する比である。

② 販売電力量及び料金収入

種別
当第３四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
至 平成30年12月31日)

前年同四半期比（％）

販売電力量
(百万kWh)

低圧

電灯 6,554 92.3

電力 1,165 89.4

低圧計 7,719 91.9

高圧・特別高圧 8,112 90.8

合計 15,831 91.3

融通・他社販売 2,154 127.9

料金収入
(百万円)

電灯料 186,077 96.8

電力料 201,316 95.9

電灯電力合計 387,394 96.3

融通・他社販売 31,644 146.4

(注) 上記料金収入には消費税等は含まれていない。
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(2) 財政状態の分析

［資産］

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ379億20百万円増の1兆9,538億25百万円とな

った。これは、現金及び預金の減少などはあったが、石狩湾新港発電所１号機新設工事などの固定資産仮勘定の

増加やたな卸資産の増加などによるものである。

［負債］

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ308億12百万円増の1兆7,337億25百万円と

なった。これは、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」の改正に伴う資産除去債務の計上や、有利子負債

の増加などによるものである。

［純資産］

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ71億8百万円増の2,200億99百万円とな

った。これは、配当金の支払いなどはあったが、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上などによるものであ

る。

以上の結果、当第３四半期連結会計期間末の自己資本比率は前連結会計年度末の10.5％から0.2ポイント増加

し、10.7％となった。

(3) 経営方針・経営戦略等

当第３四半期連結累計期間において、ほくでんグループの経営方針・経営戦略等について、重要な変更はない。

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」について、見直しを行っ

た項目は以下のとおりである。

（以下の見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営方針、経営環境及び対処

すべき課題等」の項目番号に対応するものである。）

［引き続き取り組む項目］
　

　(4) 電源の競争力向上と安定供給の確保

平成30年９月６日未明に発生した平成30年北海道胆振東部地震により、離島を除く北海道全域が停電となり、

道民の皆さまの生活や経済活動に大きな影響を及ぼした。これを受けて電力広域的運営推進機関が設置した検証

委員会及び国の電力レジリエンスワーキンググループにおいて議論・検証がなされた。また、当社においても、

大規模停電発生後の対応などについて自ら検証し、再発防止に向けた取り組みを進めていくことが必要であると

考え、検証委員会を設置し、課題や具体的対策について、「アクションプラン」として取りまとめた。今後、こ

の「アクションプラン」の進捗状況などを検証し、ＰＤＣＡサイクルを継続していく。

当社初のＬＮＧ火力発電所である石狩湾新港発電所１号機については、電力需給が厳しくなる冬季における緊

急時の供給力として活用できるよう総合試運転工程の前倒しを行い、発電を開始した。今後は、平成31年２月の

営業運転開始に向け、万全を期していく。平成31年３月に計画していた奈井江発電所（石炭火力発電所）の休止

については、現時点で計画を見直すことは考えていない。泊発電所の早期再稼働とあわせて、将来にわたる競争

力の高い電源構成の実現に取り組み、発電・販売部門が一体となった事業戦略を展開するなど収益力の向上を目

指す。

また、これまで蓄積してきた電力設備全般にわたるデータや新たな知見を活用した設備保全を行うとともに、

当社初の直流連系設備である新北海道本州間連系設備について平成31年３月運用開始を予定しており、安定供給

を確保していく。

(5) 研究開発活動

当第３四半期連結累計期間における研究開発費の総額は、16億61百万円である。
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(6) 設備の新設、除却等の計画

前連結会計年度末において計画中であった重要な設備の新設、除却等のうち、当第３四半期連結累計期間に重要

な変更があったものは次のとおりである。

　

(変更前)

電 源

発電所 廃止による減少出力(kW) 廃止予定年月

火力 音別１・２号機(廃止)
148,000

(74,000×2台)
平成31年２月

(変更後)

電 源

発電所 廃止による減少出力(kW) 廃止予定年月

火力 音別１・２号機(廃止)
148,000

(74,000×2台)
未定

(注）廃止予定年月を変更している。

また、前連結会計年度末において計画中であった重要な設備の新設、除却等のうち、当第３四半期連結累計期間

に運用を開始した設備は次のとおりである。

電力流通設備

（変電）

変電所名
増加出力
（MVA）

変圧器
その他の設備 着工年月 運用開始年月

電圧(kV) 容量(MVA) 台数

　留辺蘂（容量変更） 40 187/66 60→100 1→1 ― 平成29年６月 平成30年７月

３ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等はない。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 495,000,000

Ａ種優先株式 500

Ｂ種優先株式 470

計 495,000,000

(注) 当社の各種類株式の発行可能種類株式総数の合計は495,000,970株であるが、上記の「計」の欄では、当社定

款に定める発行可能株式総数495,000,000株を記載している。なお、当社が、実際に発行できる株式の総数は、

発行可能株式総数の範囲内である。また、発行可能種類株式総数の合計と発行可能株式総数の一致について

は、会社法上要求されていない。

② 【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成30年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成31年２月13日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 215,291,912 215,291,912
札幌証券取引所
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は100株である。

Ｂ種優先株式 470 470 非上場
単元株式数は１株である。
(注)

計 215,292,382 215,292,382 ― ―

(注) Ｂ種優先株式の内容

(1) 優先配当金

① Ｂ種優先配当金

　当社は、剰余金の配当（Ｂ種優先中間配当金（⑤に定義する。以下同じ。）を除く。）を行うとき

は、当該配当に係る基準日現在の株主名簿に記録された最終のＢ種優先株式を有する株主（以下「Ｂ

種優先株主」という。）又はＢ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ｂ種優先登録株式質権者」とい

う。）に対し、普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）又は普通株式の登録株式質権者

（以下「普通登録株式質権者」という。）に先立ち、Ｂ種優先株式１株につき②に定める額の剰余金

（以下「Ｂ種優先配当金」という。）を配当する。ただし、当該配当に係る基準日を含む事業年度に

属する日を基準日として、Ｂ種優先配当金の全部又は一部の配当（③に定める累積未払Ｂ種優先配当

金の配当を除き、Ｂ種優先中間配当金を含む。）がすでに行われているときは、かかる配当の累積額

を控除した額とする。

② Ｂ種優先配当金の額

　Ｂ種優先配当金の額は、１株につき3,000,000円とする（ただし、Ｂ種優先株式につき、株式の分

割、株式の併合、株式無償割当て又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。以下

同じ。）。
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③ 累積条項

　ある事業年度に属する日を基準日として、Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対して支払

う１株当たり剰余金の配当（以下に定める累積未払Ｂ種優先配当金の配当を除き、Ｂ種優先中間配当

金を含む。）の額の合計額が当該事業年度に係るＢ種優先配当金の額に達しないときは、その不足額

は、当該事業年度の翌事業年度の初日（同日を含む。）以降、実際に支払われた日（同日を含む。）

まで、年率3.0％で１年毎の複利計算により累積する。なお、当該計算は、１年を365日とした日割計

算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第１位まで計算し、その小数第１位を四捨

五入する。累積した不足額（以下「累積未払Ｂ種優先配当金」という。）については、Ｂ種優先配当

金、Ｂ種優先中間配当金及び普通株主若しくは普通登録株式質権者に対する配当金に先立って、これ

をＢ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対して支払う。

④ 非参加条項

　Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対しては、Ｂ種優先配当金を超えて剰余金を配当しな

い。ただし、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第８号ロ若しくは同法第760条第

７号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若

しくは同法第765条第１項第８号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

⑤ Ｂ種優先中間配当金

　当社は、毎年９月30日を基準日として剰余金の配当を行うときは、毎年９月30日現在の株主名簿に

記録された最終のＢ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権

者に先立ち、Ｂ種優先株式１株につき当該基準日の属する事業年度におけるＢ種優先配当金の額の２

分の１に相当する額（１円に満たない金額は切り上げる。）（以下「Ｂ種優先中間配当金」とい

う。）を配当する。

(2) 残余財産の分配

　当社は、残余財産を分配するときは、Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は

普通登録株式質権者に先立ち、Ｂ種優先株式１株当たりの残余財産分配価額として、以下の算式に基づい

て算出される額（以下「基準価額」という。）を支払う。ただし、Ｂ種優先株式につき、株式の分割、株

式の併合、株式無償割当て又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。

（基準価額算式）

　１株当たりの残余財産分配価額

　 ＝ 100,000,000円＋累積未払Ｂ種優先配当金

　 ＋前事業年度未払Ｂ種優先配当金＋当事業年度未払Ｂ種優先配当金額

　上記算式における「累積未払Ｂ種優先配当金」は、残余財産分配がなされる日（以下「残余財産分配

日」という。）を実際に支払われた日として、(1)③に従い計算される額の合計額とし、「前事業年度未

払Ｂ種優先配当金」は、基準日の如何にかかわらず、残余財産分配日の属する事業年度の前事業年度（以

下(2)において「前事業年度」という。）に係るＢ種優先配当金のうち、残余財産分配日までに実際に支

払われていないＢ種優先配当金がある場合における当該前事業年度に係るＢ種優先配当金の不足額（ただ

し、累積未払Ｂ種優先配当金に含まれる場合を除く。）とし、また、「当事業年度未払Ｂ種優先配当金

額」は、残余財産分配日の属する事業年度の初日（同日を含む。）以降、残余財産分配日（同日を含

む。）までの期間について適用あるＢ種優先配当金の額を当該期間の実日数で日割計算して算出される金

額（ただし、残余財産分配日が平成31年３月31日に終了する事業年度に属する場合は、3,000,000円）か

ら、残余財産分配日の属する事業年度の初日（同日を含む。）以降に支払われたＢ種優先中間配当金があ

る場合におけるＢ種優先中間配当金の額を控除した金額とする。

　なお、当該計算は、１年を365日とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小

数第１位まで計算し、その小数第１位を四捨五入する。

　Ｂ種優先株主又はＢ種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配を行わない。
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(3) 議決権

　Ｂ種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。

(4) 種類株主総会における決議

　当社が会社法第322条第１項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めのある場合を

除き、Ｂ種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨、当社定款に規定している。

(5) 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等

　当社は、法令に定める場合を除き、Ｂ種優先株式について株式の分割又は併合を行わない。当社は、Ｂ

種優先株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、ま

た、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。

(6) 金銭を対価とする取得請求権

　Ｂ種優先株主は、当社に対し、平成30年８月１日以降いつでも、金銭を対価としてＢ種優先株式の全部

又は一部を取得することを請求することができる（当該請求をした日を、以下「金銭対価取得請求権取得

日」という。）。当社は、この請求がなされた場合には、Ｂ種優先株式の全部又は一部を取得するのと引

換えに、金銭対価取得請求権取得日における会社法第461条第２項所定の分配可能額を限度として、法令

上可能な範囲で、金銭対価取得請求権取得日に、Ｂ種優先株主に対して、次に定める取得価額の金銭の交

付を行うものとする。ただし、分配可能額を超えてＢ種優先株主から取得請求があった場合、取得すべき

Ｂ種優先株式は取得請求される株数に応じた比例按分の方法により決定する。

　Ｂ種優先株式１株当たりの取得価額は、(2)に定める基準価額算式に従って計算される。なお、(6)にお

いて取得価額を算出する場合は、(2)に定める基準価額の計算における「残余財産分配日」を「金銭対価

取得請求権取得日」と読み替えて、基準価額を計算する。

(7) 金銭を対価とする取得条項

　当社は、平成30年８月１日以降の日で、当社の取締役会が別に定める日が到来したときは、当該日にお

いて、Ｂ種優先株主又はＢ種登録株式質権者の意思にかかわらず、法令上可能な範囲で、次に定める取得

価額の金銭の交付と引換えにＢ種優先株式の全部又は一部を取得することができる（以下当該取得を行う

日を「金銭対価取得条項取得日」という。）。なお、一部取得するときは、比例按分又はその他当社の取

締役会が定める合理的な方法による。

　Ｂ種優先株式１株当たりの取得価額は、(2)に定める基準価額算式に従って計算される。なお、(7)にお

いて取得価額を算出する場合は、(2)に定める基準価額の計算における「残余財産分配日」を「金銭対価

取得条項取得日」と読み替えて、基準価額を計算する。

(8) 株券等の譲渡制限

　当社とＢ種優先株式の割当先である株式会社日本政策投資銀行及び株式会社みずほ銀行（以下「割当

先」という。）との間で締結された平成30年４月27日付の各投資契約において、割当先との間で、金銭を

対価とする取得請求権の行使が可能となるまでの間は、当社の事前の承諾無く本優先株式の全部又は一部

の譲渡ができない旨、合意している。

(9) 議決権を有しないこととしている理由

　資本増強にあたり、既存株主への影響を考慮したものである。

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項なし

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項なし

決算短信（宝印刷） 2019年02月08日 20時46分 13ページ（Tess 1.50(64) 20181220_01）



― 10 ―

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項なし

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金
増減額
(百万円)

資本金
残高

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成30年10月１日～
平成30年12月31日

－ 215,292,382 － 114,291 － －

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はない。

(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載すること

ができないことから、直前の基準日である平成30年９月30日現在で記載している。

① 【発行済株式】

　 平成30年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 Ｂ種優先株式 470 ―
１(1)②「発行済株式」の内
容の記載を参照

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) 普通株式 9,778,200 ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 204,559,500 2,045,595 ―

単元未満株式 普通株式 954,212 ― １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 215,292,382 ― ―

総株主の議決権 ― 2,045,595 ―

(注) １ 「完全議決権株式(自己株式等)」欄は、全て当社保有の自己株式である。

２ 「完全議決権株式(その他)」欄に、証券保管振替機構名義の株式2,000株(議決権20個)が含まれている。

３ 「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式56株及び当社所有の自己株式93株が含

まれている。

② 【自己株式等】

平成30年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
北海道電力株式会社

札幌市中央区大通東１丁目２番地 9,778,200 ― 9,778,200 4.54

計 ― 9,778,200 ― 9,778,200 4.54

(注) １ 株主名簿上は当社名義となっているが、実質的に所有していない株式が100株(議決権１個)あり、当該株式

数は上記①「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄に含まれている。

２ 平成30年12月31日現在における自己株式は、9,780,040株(単元未満株式を含む。)である。

２ 【役員の状況】

該当事項なし
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に準拠し、「電気事業会計規則」（昭和40年通商産業省令第57号）に準じて作成している。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(平成30年10月１日から平成

30年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成30年４月１日から平成30年12月31日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、EY新日本有限責任監査法人の四半期レビューを受けている。

　なお、新日本有限責任監査法人は、平成30年７月１日をもって、EY新日本有限責任監査法人に名称を変更してい

る。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成30年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成30年12月31日)

資産の部

固定資産 1,678,754 1,734,334

電気事業固定資産 1,056,830 1,039,150

水力発電設備 215,962 209,938

汽力発電設備 79,297 75,675

原子力発電設備 196,545 195,783

送電設備 161,159 157,455

変電設備 81,786 80,315

配電設備 278,585 278,827

業務設備 38,730 36,695

その他の電気事業固定資産 4,763 4,459

その他の固定資産 54,835 54,016

固定資産仮勘定 281,409 336,284

建設仮勘定 277,699 332,380

除却仮勘定 218 413

使用済燃料再処理関連加工仮勘定 3,491 3,491

核燃料 176,264 195,933

加工中等核燃料 176,264 195,933

投資その他の資産 109,415 108,950

長期投資 53,926 48,101

退職給付に係る資産 15,080 15,884

繰延税金資産 37,922 38,060

その他 4,288 7,023

貸倒引当金（貸方） △1,802 △119

流動資産 237,150 219,490

現金及び預金 116,087 65,405

受取手形及び売掛金 67,622 81,383

たな卸資産 41,257 59,466

その他 13,114 14,416

貸倒引当金（貸方） △931 △1,181

合計 1,915,904 1,953,825
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成30年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成30年12月31日)

負債及び純資産の部

負債の部

固定負債 1,271,841 1,331,692

社債 630,000 690,000

長期借入金 512,277 497,257

災害復旧費用引当金 － 18

退職給付に係る負債 37,458 36,718

資産除去債務 79,717 96,513

その他 12,388 11,184

流動負債 429,771 399,328

1年以内に期限到来の固定負債 212,106 153,925

短期借入金 53,250 52,240

コマーシャル・ペーパー 20,000 40,000

支払手形及び買掛金 39,329 43,953

未払税金 14,154 11,690

災害復旧費用引当金 － 1,725

その他 90,931 95,794

特別法上の引当金 1,299 2,704

渇水準備引当金 1,299 2,704

負債合計 1,702,913 1,733,725

純資産の部

株主資本 201,456 210,200

資本金 114,291 114,291

資本剰余金 46,750 46,153

利益剰余金 58,611 67,956

自己株式 △18,197 △18,201

その他の包括利益累計額 △44 △1,747

その他有価証券評価差額金 3,398 1,675

退職給付に係る調整累計額 △3,442 △3,423

非支配株主持分 11,578 11,646

純資産合計 212,991 220,099

合計 1,915,904 1,953,825
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年12月31日)

営業収益 520,526 530,700

電気事業営業収益 497,409 508,738

その他事業営業収益 23,116 21,962

営業費用 505,615 501,219

電気事業営業費用 485,425 482,017

その他事業営業費用 20,189 19,201

営業利益 14,911 29,481

営業外収益 1,812 1,742

受取配当金 626 721

受取利息 6 13

物品売却益 138 349

その他 1,041 657

営業外費用 12,412 10,440

支払利息 10,952 9,158

持分法による投資損失 161 214

その他 1,298 1,068

四半期経常収益合計 522,338 532,442

四半期経常費用合計 518,028 511,659

経常利益 4,310 20,782

渇水準備金引当又は取崩し △1,251 1,405

渇水準備金引当 － 1,405

渇水準備引当金取崩し（貸方） △1,251 －

特別損失 － 4,067

災害特別損失 － ※1 4,067

税金等調整前四半期純利益 5,561 15,310

法人税、住民税及び事業税 704 2,366

法人税等調整額 869 532

法人税等合計 1,573 2,898

四半期純利益 3,987 12,411

非支配株主に帰属する四半期純利益 397 253

親会社株主に帰属する四半期純利益 3,590 12,158
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年12月31日)

四半期純利益 3,987 12,411

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △235 △1,738

退職給付に係る調整額 △571 2

その他の包括利益合計 △807 △1,735

四半期包括利益 3,180 10,676

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,817 10,455

非支配株主に係る四半期包括利益 363 220
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【注記事項】

(持分法適用の範囲の変更)

石狩ＬＮＧ桟橋㈱は、平成30年４月２日に設立したことに伴い、第１四半期連結会計期間から持分法適用会社に

含めている。

(会計方針の変更等)

(会計方針の変更)

特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法は、「資産除去債務に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）第８項を適用し、「原子力発電施設解体

引当金に関する省令」（平成元年通商産業省令第30号）に基づき、原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備

の見込運転期間に安全貯蔵予定期間を加えた期間にわたり、定額法により費用計上する方法によっていたが、平

成30年４月１日に「原子力発電施設解体引当金に関する省令等の一部を改正する省令」（平成30年経済産業省令

第17号）が施行され、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」が改正されたため、同施行日以降は、見込運

転期間にわたり定額法により費用計上する方法に変更している。

ただし、エネルギー政策の変更や安全規制の変更等に伴って原子炉を廃止する場合に、発電事業者の申請に基

づき経済産業大臣の承認を受けたときは、特定原子力発電施設の廃止日の属する月から起算して10年が経過する

月までの期間にわたり、定額法で費用計上することとなる。

これにより、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期

純利益がそれぞれ1,212百万円減少している。また、当第３四半期連結会計期間末の原子力発電設備及び資産除

去債務がそれぞれ15,159百万円増加している。

(四半期連結貸借対照表関係)

偶発債務

　(1) 日本原燃株式会社

　㈱日本政策投資銀行ほかからの借入金に対する保証債務

前連結会計年度
(平成30年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成30年12月31日)

40,024百万円 37,465百万円

　

　(2) 従業員

　財形住宅融資による㈱みずほ銀行ほかからの借入金に対する連帯保証債務

前連結会計年度
(平成30年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成30年12月31日)

6,736百万円 5,501百万円

(四半期連結損益計算書関係)

※１ 特別損失の内容

平成30年北海道胆振東部地震の発生に伴い、苫東厚真発電所や送配電設備の復旧に要した費用及び資機材等

の輸送に関する費用などを災害特別損失に計上している。
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。なお、第３四半期

連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりである。

　

前第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
至 平成30年12月31日)

減価償却費 62,019百万円 65,114百万円

(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年12月31日)

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年６月28日
定時株主総会

普通株式 1,027 5 平成29年３月31日 平成29年６月29日 利益剰余金

Ａ種優先株式 1,786 3,800,000 平成29年３月31日 平成29年６月29日 利益剰余金

当第３四半期連結累計期間(自 平成30年４月１日 至 平成30年12月31日)

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成30年６月27日
定時株主総会

普通株式 1,027 5 平成30年３月31日 平成30年６月28日 利益剰余金

Ａ種優先株式 1,786 3,800,000 平成30年３月31日 平成30年６月28日 利益剰余金
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年12月31日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

報告セグメント

その他 計 調整額(注1)
四半期連結
損益計算書
計上額(注2)電気事業

売上高

外部顧客への売上高 497,409 23,116 520,526 － 520,526

セグメント間の内部売上高
又は振替高

898 68,907 69,806 △69,806 －

計 498,308 92,024 590,332 △69,806 520,526

セグメント利益 9,934 4,442 14,377 533 14,911

（注）１ セグメント利益の調整額533百万円は、セグメント間取引消去によるものである。

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。

当第３四半期連結累計期間(自 平成30年４月１日 至 平成30年12月31日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

報告セグメント

その他 計 調整額(注1)
四半期連結
損益計算書
計上額(注2)電気事業

売上高

外部顧客への売上高 508,738 21,962 530,700 － 530,700

セグメント間の内部売上高
又は振替高

896 60,324 61,221 △61,221 －

計 509,635 82,287 591,922 △61,221 530,700

セグメント利益 26,060 2,936 28,997 484 29,481

（注）１ セグメント利益の調整額484百万円は、セグメント間取引消去によるものである。

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりである。

項目
前第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
至 平成30年12月31日)

１株当たり四半期純利益 10.92円 53.99円

(算定上の基礎)

親会社株主に帰属する四半期純利益 (百万円) 3,590 12,158

普通株主に帰属しない金額 (百万円) 1,345 1,062

（うち優先株主に帰属する金額） (百万円) ( 1,345) ( 1,062)

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益

(百万円) 2,244 11,096

普通株式の期中平均株式数 (千株) 205,524 205,515

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していない。

２ 【その他】

該当事項なし

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項なし
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独立監査人の四半期レビュー報告書

平成３１年２月１３日

北海道電力株式会社

取締役会 御中

　

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 藤原 明 印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 白羽 龍三 印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 藤森 允浩 印

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている北海道電力

株式会社の平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平成３０年

１０月１日から平成３０年１２月３１日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成３０年４月１日から平成３０年１２月

３１日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利

益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、北海道電力株式会社及び連結子会社の平成３０年１２月３１日現

在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項

がすべての重要な点において認められなかった。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）１ 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

　報告書提出会社）が別途保管しております。

２ XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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【表紙】

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成31年２月13日

【会社名】 北海道電力株式会社

【英訳名】 Hokkaido Electric Power Company, Incorporated

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 真 弓 明 彦

【最高財務責任者の役職氏名】 　―――

【本店の所在の場所】 札幌市中央区大通東１丁目２番地

【縦覧に供する場所】 北海道電力株式会社 旭川支店

　(旭川市４条通12丁目1444番地の１)

北海道電力株式会社 北見支店

　(北見市北８条東１丁目２番地１)

北海道電力株式会社 札幌支店

　(札幌市中央区大通東１丁目２番地)

北海道電力株式会社 岩見沢支店

　(岩見沢市９条西１丁目12番地の１)

北海道電力株式会社 小樽支店

　(小樽市富岡１丁目９番１号)

北海道電力株式会社 釧路支店

　(釧路市幸町８丁目１番地)

北海道電力株式会社 帯広支店

　(帯広市西５条南７丁目２番地の１)

北海道電力株式会社 苫小牧支店

　(苫小牧市新中野町３丁目８番７号)

北海道電力株式会社 室蘭支店

　(室蘭市寿町１丁目６番25号)

北海道電力株式会社 函館支店

　(函館市千歳町25番15号)

証券会員制法人札幌証券取引所

　(札幌市中央区南１条西５丁目14番地の１)

株式会社東京証券取引所

　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

(注) 上記の内、旭川、北見、札幌、岩見沢、小樽、釧路、帯広、苫小牧、

　 室蘭、函館の各支店は金融商品取引法の規定による備置場所ではあ

　 りませんが、投資者の便宜を図るため備え置きます。
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１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

代表取締役社長 真弓明彦は、当社の第95期第３四半期（自 平成30年10月１日 至 平成30年12月31日）の四半

期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認しました。

　

２ 【特記事項】

特記すべき事項はありません。

決算短信（宝印刷） 2019年02月08日 20時46分 28ページ（Tess 1.50(64) 20181220_01）


